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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光装置が装着可能な撮像装置であって、
　前記発光装置の装着を検知する装着検知手段と、
　前記発光装置との通信を行う通信手段と、
　前記発光装置の制御に関する制御情報を設定する設定手段と、
　前記設定手段により設定された前記制御情報を記憶する記憶手段と、
　当該撮像装置の電源がオンの状態において、前記装着検知手段により前記発光装置の装
着状態の変化を検知した場合は前記記憶手段に記憶された前記制御情報をクリアし、前記
発光装置を装着した状態でユーザーにより前記発光装置に対して当該発光装置の電源がオ
ンの状態からオフの状態となるように操作がなされた場合は前記記憶手段に記憶された前
記制御情報をクリアしない制御手段と、を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　発光装置が装着可能な撮像装置であって、
　前記発光装置との通信を行う通信手段と、
　前記発光装置の制御に関する制御情報を設定する設定手段と、
　前記設定手段により設定された前記制御情報を記憶する記憶手段と、
　当該撮像装置の電源がオンの状態において、ユーザーにより前記発光装置に対して当該
発光装置の電源がオンの状態からオフの状態となるように操作された場合は、前記通信手
段を介して前記発光装置の個体識別情報を取得し、前回取得した個体識別情報と新たに取



(2) JP 5473201 B2 2014.4.16

10

20

30

40

50

得した個体識別情報とが異なるときには前記記憶手段に記憶された前記制御情報をクリア
し、同一であるときには前記記憶手段に記憶された前記制御情報をクリアしない制御手段
と、を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、ユーザーにより前記発光装置に対して当該発光装置の制御に関する制
御情報を変更する操作がなされた場合は、前記記憶手段に記憶された前記制御情報をクリ
アすることを特徴とする請求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記撮像装置の電源状態が変化した場合、前記記憶手段に記憶された
前記制御情報をクリアすることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の撮
像装置。
【請求項５】
　発光装置が装着可能であり、当該発光装置と通信を行う通信手段を有する撮像装置の制
御方法であって、
　前記発光装置の装着を検知する装着検知ステップと、
　前記発光装置の制御に関する制御情報を設定する設定ステップと、
　前記設定ステップで設定された前記制御情報を記憶する記憶ステップと、
　当該撮像装置の電源がオンの状態において、前記装着検知ステップで前記発光装置の装
着状態の変化を検知した場合は前記記憶ステップで記憶された前記制御情報をクリアし、
前記発光装置を装着した状態でユーザーにより前記発光装置に対して当該発光装置の電源
がオンの状態からオフの状態となるように操作がなされた場合は前記記憶ステップで記憶
された前記制御情報をクリアしない制御ステップと、を有することを特徴とする撮像装置
の制御方法。
【請求項６】
　発光装置が装着可能であり、当該発光装置と通信を行う通信手段を有する撮像装置の制
御方法であって、
　前記発光装置の制御に関する制御情報を設定する設定ステップと、
　前記設定ステップで設定された前記制御情報を記憶する記憶ステップと、
　当該撮像装置の電源がオンの状態において、ユーザーにより前記発光装置に対して当該
発光装置の電源がオンの状態からオフの状態となるように操作がなされた場合は、前記通
信手段を介して前記発光装置の個体識別情報を取得し、前回取得した個体識別情報と新た
に取得した個体識別情報とが異なるときには前記記憶ステップで記憶された前記制御情報
をクリアし、同一であるときには前記記憶ステップで記憶された前記制御情報をクリアし
ない制御ステップと、を有することを特徴とする撮像装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外部ストロボ装置を装着可能なデジタルカメラ等の撮像装置に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来から写真撮影は、昼間の自然光の下で行う撮影、暗中で閃光を被写体に向けて発光
させて行う所謂ストロボ撮影、自然光と閃光を混ぜ合わせて行う所謂日中シンクロ撮影な
ど、様々な条件で行われている。
【０００３】
　上記のような条件下での常識的な露出（以下、適正露出）で撮影する通常の撮影だけで
なく、例えば撮影者が高度な写真表現を行う目的で、被写体の露出を、適正露出よりも少
なめに露光させる所謂アンダー補正をする場合がある。または、反対に適正露出よりも露
光を多めにする所謂オーバー補正を行う場合もある。この点に鑑み、撮影者の種々の意図
に沿って露出を補正できる機能を備えた撮像装置および外部ストロボ装置も種々提案され
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、一般に使用されている。
【０００４】
　特許文献１では、外部ストロボ装置のストロボ発光量または調光演算値に対しての補正
量（以下、ストロボ発光量に含意）を任意に設定可能な操作部材を具備する撮像装置が提
案されている。この提案において、外部ストロボ装置にストロボ発光量を任意に設定可能
な機能が具備されているとする。この場合、外部ストロボ装置側にてストロボ発光量の設
定が為されていない場合に限り、撮像装置側の操作部材によるストロボ発光量の設定を有
効にすることが提案されている。この技術によれば、外部ストロボ装置側にストロボ発光
量の設定機能を持たない場合でも、撮像装置側の操作でストロボ発光量を任意に設定する
ことが可能である。
【０００５】
　また、特許文献２では、外部ストロボ装置から通信手段を介して受信した外部ストロボ
装置に関する設定に基づき、該情報に対応した表示を行う表示手段を有する撮像装置が提
案されている。この提案によれば、撮像装置と外部ストロボ装置の表示を一致させること
ができるため、使い勝手の良いストロボ装置及び撮像装置となっている。
【特許文献１】特開２００３－４３５５９号公報（第２頁、図３）
【特許文献２】特開２０００－２５８８２４号公報（第２頁）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　外部ストロボ装置にストロボ発光量を任意に設定可能な機能が具備されている場合、ユ
ーザーは、撮像装置側と外部ストロボ装置側の両方に備えられた、ストロボ発光量を設定
する機能を使用可能である。特許文献１においては、外部ストロボ装置側にてストロボ発
光量の設定が為されていない場合に限って、撮像装置側にてストロボ発光量の設定を有効
にするようにしている。この手法に依れば、撮像装置の操作部材からの設定に対して外部
ストロボ装置の操作部材からの設定が必ず優先される構成となり、ユーザーにとっての使
い勝手は理解しやすいものとなる。このような構成を実施するためには、外部ストロボ装
置自身が保持する外部ストロボ装置側の操作部材から設定される設定値と、撮像装置側の
操作部材から設定される設定値を、独立して記憶しなければならない。そうでなければ、
撮像装置側の操作部材からは一度だけしか設定できない筈である。撮像装置側の操作部材
から設定される設定値は、外部ストロボ装置で記憶しても撮像装置で記憶してもよいが、
そのような操作部材を持たない撮像装置と接続されることもあり得る外部ストロボ装置側
に記憶するよりも、撮像装置側に記憶する方が自然である。
【０００７】
　上記のような外部ストロボ装置側の設定が優先される構成において、特許文献２に提案
されているような表示機能を持たせたとき、不便が生じることがある。
【０００８】
　外部ストロボ装置は、例えば撮像装置を撮影待機状態としたまま着脱可能である。撮像
装置の撮影待機状態において外部ストロボ装置を装着し、ストロボ発光量の設定を撮像装
置側の操作部材を使って変更しながら、ユーザーが撮影を終えたとする。このとき、外部
ストロボ装置側で保持しているストロボ発光量は０であり、撮像装置側では最後に設定さ
れた値を記憶している。その値は、ユーザーの操作により、撮像装置に具備している表示
手段に表示可能である。
【０００９】
　この後、外部ストロボ装置を取り外し、別の何の設定もされていない外部ストロボ装置
を装着して再び撮影を行おうとしたとする。このとき、撮像装置で保持している、装着し
直す前のストロボ発光量の設定値が残っているため、ユーザーは何も設定されていない外
部ストロボ装置を装着したにも関わらず、古い設定が有効になってしまう。或いは、撮像
装置に装着する前に所望の設定を行った外部ストロボ装置を装着したとき、たまたまその
ストロボ発光量の設定が初期設定値、即ち設定が為されていない状態であった場合には、
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撮像装置側に記憶していた設定値が有効になる。このため、ユーザーは意図せぬ設定が有
効となったまま撮影を行ってしまう可能性があった。
【００１０】
　上記の問題を解決するために、撮像装置において、外部ストロボ装置との通信が途絶え
たら、記憶している外部ストロボ装置に関する設定をクリアすることも可能である。しか
しながら、外部ストロボ装置を装着したまま、ストロボ発光を行わない撮影を行いたくな
った場合、ユーザーが外部ストロボの電源を一時的にＯＦＦして撮影することがある。そ
のような操作を行った後に、再びストロボ撮影を行うために外部ストロボの電源をＯＮし
たとき、それまでに設定した項目がクリアされていたら、それも不便である。
【００１１】
　（発明の目的）
　本発明の目的は、外部ストロボ装置の電源を一旦ＯＦＦして再びＯＮしたときに、設定
値の設定をし忘れたり、外部ストロボ装置を装着し直したときに予期せぬ設定値が有効に
なってしまったりすることなく、容易に所望の設定値で外部ストロボ装置を使用したスト
ロボ撮影を行うことのできる撮像装置を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明に係る撮像装置は、発光装置が装着可能な撮像装置
であって、前記発光装置の装着を検知する装着検知手段と、前記発光装置との通信を行う
通信手段と、前記発光装置の制御に関する制御情報を設定する設定手段と、前記設定手段
により設定された前記制御情報を記憶する記憶手段と、当該撮像装置の電源がオンの状態
において、前記装着検知手段により前記発光装置の装着状態の変化を検知した場合は前記
記憶手段に記憶された前記制御情報をクリアし、前記発光装置を装着した状態でユーザー
により前記発光装置に対して当該発光装置の電源がオンの状態からオフの状態となるよう
に操作がなされた場合は前記記憶手段に記憶された前記制御情報をクリアしない制御手段
と、を有することを特徴とする。
【００１３】
　同じく上記目的を達成するために、本発明に係る撮像装置は、発光装置が装着可能な撮
像装置であって、前記発光装置との通信を行う通信手段と、前記発光装置の制御に関する
制御情報を設定する設定手段と、前記設定手段により設定された前記制御情報を記憶する
記憶手段と、当該撮像装置の電源がオンの状態において、ユーザーにより前記発光装置に
対して当該発光装置の電源がオンの状態からオフの状態となるように操作された場合は、
前記通信手段を介して前記発光装置の個体識別情報を取得し、前回取得した個体識別情報
と新たに取得した個体識別情報とが異なるときには前記記憶手段に記憶された前記制御情
報をクリアし、同一であるときには前記記憶手段に記憶された前記制御情報をクリアしな
い制御手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、外部ストロボ装置の電源を一旦ＯＦＦして再びＯＮしたときに、設定
値の設定をし忘れたり、外部ストロボ装置を装着し直したときに予期せぬ設定値が有効に
なってしまったりすることなく、容易に所望の設定値で外部ストロボ装置を使用したスト
ロボ撮影を行うことができる撮像装置を提供できるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明を実施するための最良の形態は、以下の実施例に示す通りである。
【実施例】
【００１６】
　図１は本発明の一実施例に関わる撮像装置の回路構成を示す図である。図１において、
１０１は撮像レンズ、１０２は入射光量の制限及びシャッタを兼ねる絞り機構部、１０３
は絞り機構部１０２を駆動する絞り駆動部である。１０４はＣＣＤやＣＭＯＳセンサに代
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表される二次元の撮像素子、１０５は撮像素子１０４を駆動する撮像素子駆動部である。
１０６は相関２重サンプリングやＡＧＣ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｇａｉｎ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）を行う前段信号処理部、１０７はアナログ信号をデジタル信号化するＡ／Ｄ変換部、
１０８はデジタル化された信号を処理するカメラ信号処理部である。
【００１７】
　１０９は画像データの圧縮、伸長を行う画像データ圧縮伸長部、１１０は画像メモリ、
１１１は圧縮した画像データの記録及び再生を行う画像データ記録再生部、１１２は半導
体メモリ等に代表される記録媒体である。１１３は後述の表示部を駆動する表示駆動部、
１１４は液晶やＣＲＴに代表される表示部である。１１５はアクセサリーシュー１１７を
介して装着される外部ストロボ装置１１８との通信を制御する通信制御部である。１１６
はアクセサリーシュー１１７に備わっている外部ストロボ装置１１８の装着を検知するた
めの装着検知部、１１９は記録開始トリガを与えるシャッタボタン等が配置されている操
作スイッチ部である。１２０は一連の動作の制御を行うマイクロプロセッサユニット（以
下、ＭＰＵと記す）であり、内部に調光設定値等を記憶するメモリ１２０ａを有する。
【００１８】
　次に、上記構成における撮像装置の動作について説明する。
【００１９】
　被写体を撮像するのに十分な照度がある場合、撮像レンズ１０１を通った光束は絞り機
構部１０２によって適切な露出に制御され、撮像素子１０４により光電変換される。撮像
素子１０４は撮像素子駆動部１０５によって電荷の蓄積時間が制御されている。前段信号
処理部１０６においては、相関２重サンプリング、利得制御が行われ、Ａ／Ｄ変換部１０
７にてアナログ信号からデジタル信号に変換される。デジタルに変換された信号は、カメ
ラ信号処理部１０８において、オートホワイトバランス、輪郭強調等々の処理がなされる
。このカメラ信号処理部１０８にて処理された信号はＭＰＵ１２０に伝えられ、その信号
を基にフィードバック制御を行っている。外部ストロボ装置１１８を使用する場合は、外
部ストロボ装置１１８に設定された設定値を取得したり、撮像装置からの設定を行うため
に、通信制御部１１５により外部ストロボ装置１１８と通信を確立したりしている。そも
そも通信を行うかどうかの判定は、装着検知部１１６により検出された結果に基づいて行
っているが、それについては後述する。
【００２０】
　前述した絞り制御、電荷蓄積時間制御、利得制御のいずれも、ＭＰＵ１２０に入力され
る信号が適正値になるように、該ＭＰＵ１２０は、絞り駆動部１０３、撮像素子駆動部１
０５、前段信号処理部１０６の制御を行っている。
【００２１】
　カメラ信号処理部１０８で処理された信号は、記録時には、表示駆動部１１３に供給さ
れ、表示部１１４にリアルタイムに撮像画像が表示される（ライブ画）のと同時に、操作
スイッチ部１１９から記録開始のトリガが入力される。すると、ＭＰＵ１２０は絞り機構
部１０２を絞り駆動部１０３によって撮影用の絞り値に設定し、前段信号処理部１０６を
撮影用の感度に設定する。
【００２２】
　また、ＭＰＵ１２０は絞り機構部１０２を絞り駆動部１０３により撮影用の蓄積時間で
閉じ切り、シャッタ動作をするように設定する。その後に撮像素子１０４にて設定された
蓄積時間露光され、この露光期間の開始若しくは終了に同期した指示信号がアクセサリー
シュー１１７を介して外部ストロボ装置１１８に供給され、外部ストロボ装置１１８の発
光部が発光する。
【００２３】
　蓄積時間終了時に絞り機構部１０２が閉じ切られることによって遮光される。遮光中に
読み出された映像信号は、Ａ／Ｄ変換部１０７でアナログ信号からデジタル信号に変換さ
れてカメラ信号処理部１０８を経て、画像データ圧縮伸長部１０９に供給される。画像デ
ータ圧縮伸長部１０９は一度画像メモリ１１０に画像データを記憶させ、順次ＪＰＥＧ等
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の形式に圧縮して画像データ記録再生部１１１に出力し、これにより半導体メモリ等の記
録媒体１１２に前記画像データが記録される。
【００２４】
　再生時には、記録媒体１１２から画像データ記録再生部１１１にて画像データが読み取
られ、画像データ圧縮伸長部１０９に供給される。そして、ここで伸長された画像データ
は画像メモリ１１０に一旦記憶された後に表示駆動部１１３に供給され、表示部１１４に
て画像として再生される。
【００２５】
　ここで、外部ストロボ装置１１８と撮像装置の関係について詳述する。
【００２６】
　図２に、ＭＰＵ１２０が行っている外部ストロボ装置１１８の装着検知シーケンスを示
す。ステップＳ２０１では、機械式スイッチにより構成された装着検知部１１６による外
部ストロボ装置１１８の装着（接続）の有無を判定する。この結果、外部ストロボ装置１
１８の装着が検知されなければステップＳ２０７へ進み、外部ストロボ装置無しとする。
【００２７】
　一方、外部ストロボ装置１１８の装着が検知された場合はステップＳ２０２へ進み、通
信制御部１１５により、アクセサリーシュー１１７を介して外部ストロボ装置１１８との
通信を開始する。そして、次のステップＳ２０３にて、所望の返信が外部ストロボ装置１
１８からあったか否かを判定し、返信がなければステップＳ２０８へ進み、外部ストロボ
装置１１８の電源が入っていないか、通信非対応の外部ストロボ装置であるとする。
【００２８】
　また、外部ストロボ装置１１８から所望の返信があった場合はステップＳ２０４へ進み
、通信が確立したものとする。そして、次のステップＳ２０５にて、種々の通信を行い、
装着されている外部ストロボ装置１１８がどのような機能を持ったストロボ装置であるか
などの情報を取得する。ここで非対応の外部ストロボ装置１１８であることがわかればス
テップＳ２０９へ進み、非対応ストロボであるとする。一方、通信により一つ以上の対応
機能を持った外部ストロボ装置１１８であることがわかった場合はステップＳ２０６へ進
み、対応の外部ストロボ装置１１８であるとする。この時点で、表示部１１４に外部スト
ロボ装置１１８が発光可能であることを示す表示をしてもよい。
【００２９】
　図２に示したシーケンスにより、撮像装置からの指示通りに発光可能な対応外部ストロ
ボ装置１１８が装着されている状態においては、該外部ストロボ装置１１８を使用してス
トロボ撮影を行うことができる。
【００３０】
　撮像装置の撮像動作における発光制御に関して、二つの発光モードを備えている。
【００３１】
　一つは自動調光モードである。まず、外光下で得られる映像信号からの、外部ストロボ
装置１１８をプリ発光させて得られる映像信号の増加分から撮影時（本発光時）に必要な
発光量をＭＰＵ１２０で演算する。その演算結果を、通信制御部１１５から所定のコマン
ド信号と共にアクセサリーシュー１１７を介してシリアル通信し、撮影時に演算された発
光量により発光させるのが自動調光モード（メニュー表示においては「オート」）である
。撮像装置のプログラムモード、オートモードや、様々なシーンにおいて適切な露出やホ
ワイトバランス制御を撮像装置が自動で行うシーンモードなどにおいては、通常この自動
調光モードにて発光を行う。
【００３２】
　もう一つは、発光量をガイドナンバーとして表現できる固定量発光として、発光させる
固定量発光モード（メニュー表示においては「マニュアル」）である。これは撮像装置の
マニュアルモードや絞り優先モードにおいて、ユーザーが任意のガイドナンバーでストロ
ボを発光させたいシーンにおいて使用されることが想定されている。これらの発光モード
は、操作スイッチ部１１９と表示部１１４から成る、撮像装置のユーザーインターフェー
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ス（以下、カメラＵＩ）からも設定可能であるが、外部ストロボ装置１１８にも切換部材
を備えている場合がある。
【００３３】
　カメラＵＩで、メニューから「ストロボ制御」項目が選択可能である。図３は、カメラ
ＵＩの操作スイッチ部１１９のＭＥＮＵボタンを押した際に、表示部１１４に表示される
メニュー画面の一例を示している。
【００３４】
　一つ以上の選択項目が羅列されており、例えば、ストロボ制御項目、手振れ補正項目、
セルフタイマー設定項目などが選択可能である。操作スイッチ部１１９に含まれる十字キ
ーの上下ボタンにより、設定を操作したい項目を選択することができる。現在はストロボ
制御項目が選択されていることを示している。この状態で、操作スイッチ部１１９に含ま
れるＳＥＴボタンを押すことで、選択されている項目の設定画面に進むことができる。メ
ニューの構成に関しては、メニュー画面の選択項目の横に現在その項目に対して設定され
ている設定値や設定状態を表示し、操作スイッチ部１１９に含まれる十字キーの横ボタン
で設定を変更することができる構成であってもよい。また、選択項目によって次の設定画
面に進む項目とそのまま十字キーの横ボタンで設定を変えられる項目が混在してもよい。
【００３５】
　図３の状態のまま、操作スイッチ部１１９に含まれるＳＥＴボタンを押すと、ストロボ
制御項目の設定画面が表示される。このとき、図２のステップＳ２０７で外部ストロボ装
置無しとされている場合は、図示しない内部ストロボ装置の発光設定を行うための内部ス
トロボメニューが表示される。ここで設定できるのは、例えば発光モード設定、調光補正
値設定または固定発光量設定、露光開始のタイミングで発光を行う先幕シンクロか露光終
了の間際で発光する後幕シンクロかの設定である。さらには、所定の露光時間よりも長い
露光時間における撮影での内部ストロボ撮影を許可するかどうかの設定などである。カメ
ラＵＩでストロボ制御項目が選択されたとき、図２のステップＳ２０６で対応の外部スト
ロボ装置とされている場合は、外部ストロボ装置用のストロボ設定メニューが表示される
。ここで設定できるのは、例えば、上記内部ストロボ装置用のストロボ制御メニュー項目
に、外部ストロボ装置でしか実施できない機能であるワイヤレス発光の設定を加えたもの
などである。
【００３６】
　カメラＵＩでストロボ制御項目が選択されたとき、図２のステップＳ２０８またはステ
ップＳ２０９で電源ＯＦＦまたは非対応外部ストロボ装置とされている場合は、外部スト
ロボ装置１１８に何も所望の設定が行えない可能性が高い。そのため、ストロボ制御メニ
ューを表示させない。ただし、このとき操作スイッチ部１１９に含まれる記録開始トリガ
を与えるシャッタボタンが押された場合は、撮像装置との通信が行えなくとも発光可能な
外部ストロボ装置が装着されている可能性がある。そのため、内部ストロボ装置は発光さ
せず、露光タイミングと同期して、アクセサリーシュー１１７を介して外部ストロボ装置
１１８に発光指示信号を与える。ストロボ制御メニューを含むメニュー画面は、表示され
た状態でシャッタボタンが押された場合は、メニュー表示を消してライブ画を表示するよ
うに構成されている。
【００３７】
　操作スイッチ部１１９には、ＭＥＮＵボタンの他に、ＦＵＮＣボタンが含まれており、
該ＦＵＮＣボタンを押下すると、表示部１１４にＦＵＮＣメニューが表示される。
【００３８】
　図４（ａ）は、ＦＵＮＣボタンを押下する前に表示部１１４に表示されているライブ画
を示しており、図４（ｂ）は、ＦＵＮＣボタンが押されてＦＵＮＣメニューが表示された
状態の一例を示す。図４（ｂ）では、表示部１１４の左隅に、縦に並んでＡ～Ｅの項目が
表示されている。これはＦＵＮＣメニューの項目であり、例えばホワイトバランスの設定
や、測光方式や、ストロボ調光補正などがある。図４（ｂ）ではＡ～Ｅのような記号とな
っているが、メニュー項目を示すアイコンが表示されていてもよい。操作スイッチ部１１
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９に含まれる十字キーの上下ボタン操作により、選択項目を変更することが可能である。
ここでは、Ｃ項目が現在選択されていることを示している。
【００３９】
　同じく図４（ｂ）では、表示部１１４の下隅に、目盛状のものが表示されている。これ
は現在選択されているＣというＦＵＮＣメニュー項目の設定を行うための表示であり、現
在右から三つ目の設定値が選択されていることを示している。この設定値選択のための表
示は左隅のＦＵＮＣメニュー項目ごとにまちまちであり、その項目に関する設定値の選択
に適した形態で表示されてよく、設定値を選ぶためには操作スイッチ部１１９に含まれる
十字キーの左右ボタンを操作すればよい。図４（ｂ）を見てわかるように、ＦＵＮＣメニ
ューはライブ画と重ねて表示され、ＦＵＮＣメニュー表示を残したまま撮影を行うことが
容易であり、メニュー画面とは違って撮影が行われても表示は消えないように構成されて
いる。
【００４０】
　図５に、ストロボ制御メニュー画面の一例を示す。ストロボ制御メニューの選択項目が
羅列され、その横に現在その項目に対して設定されている設定値や設定状態を表示してい
る。操作スイッチ部１１９に含まれる十字キーの上下ボタンで設定項目を選択し、左右ボ
タンで設定を変更することができる構成となっている。現在は調光補正設定項目が選択さ
れ、現在の設定値は＋１（調光演算結果よりも＋１段明るく発光する設定）が設定されて
おり、設定値の横に三角形が表示されて左右ボタンで設定値の変更が可能であることを示
している。対応外部ストロボ装置１１８が装着された状態でストロボ制御メニューを表示
する直前に、ＭＰＵ１２０は、通信制御部１１５に指示を出して外部ストロボ装置１１８
との通信を行い、外部ストロボ装置１１８に現在設定されている設定値を取得する。外部
ストロボメニューは、取得した外部ストロボ装置１１８の現在の設定を現在の設定値とし
て表示する。
【００４１】
　外部ストロボ装置１１８には操作部材を備えたものがある。例えば、発光モード設定、
固定発光量設定または調光補正設定、シンクロ設定などを行える外部ストロボ装置を想定
する。ストロボ制御メニュー表示時に外部ストロボ装置との通信により取得すると記述し
た外部ストロボ装置１１８に現在設定されている設定値とは、例えばそれ以前に撮像装置
のストロボ制御メニューまたはＦＵＮＣメニューから設定されたものである。もしくは、
外部ストロボ装置１１８に備えられた操作部材により外部ストロボ装置に設定されたもの
である。
【００４２】
　ここで、調光補正値に関してのみ、外部ストロボ装置１１８に備えられた操作部材によ
り設定された設定値が必ず優先される構成である。そして、外部ストロボ装置１１８に備
えられた操作部材により調光補正値が設定されていない（０が設定されている）場合にの
み、撮像装置からの通信、即ち撮像装置のストロボ制御メニューまたはＦＵＮＣメニュー
からの設定が可能であるものとする。
【００４３】
　図６は、このような構成の外部ストロボ装置１１８と撮像装置において、外部ストロボ
装置１１８が装着された状態でストロボ制御メニューを表示した状態を示している。図６
では、外部ストロボ装置１１８に、該外部ストロボ装置１１８に備えられた操作部材によ
り、調光補正値＋２（調光演算結果よりも＋２段明るく発光する設定）が設定されていた
場合を示している。このとき、調光補正設定の項目がグレーアウトしていることを示して
いる。この状態において、操作スイッチ部１１９の上下ボタンにより調光補正設定項目を
選択しようとしても選択できない。図５では、調光補正設定項目が選択できていた。外部
ストロボ装置１１８に備えられた操作部材により調光補正値が設定されていない（０が設
定されている）場合には、図５のように調光補正設定項目が選択でき、操作スイッチ部の
１１９の左右ボタンにより設定変更可能である。撮像装置のストロボ制御メニューから調
光補正値が設定されると、外部ストロボ装置１１８に通信制御部１１５を通して伝達され
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るとともに、撮像装置のＭＰＵ１２０内のメモリ１２０ａに設定値が保持される。このと
き、外部ストロボ装置１１８に表示部がある場合、調光補正値が設定されていることを示
す記号などを表示してもよい。
【００４４】
　ストロボ制御メニュー画面表示中には、通信制御部１１５により外部ストロボ装置１１
８と周期的に通信を行い、外部ストロボ装置１１８に備えられた操作部材による設定変更
の有無を監視する。外部ストロボ装置１１８に備えられた操作部材による設定変更があっ
た場合は、ストロボ制御メニュー画面表示を消し、前段のメニュー画面表示に戻る。従っ
て、ストロボ制御メニューから調光補正を設定し、その後、外部ストロボ装置１１８に備
えられた操作部材により調光補正設定が変更されたときにも、ストロボ制御メニュー表示
は消える。このとき、外部ストロボ装置１１８に備えられた操作部材により設定された設
定値が必ず優先される構成であるため、その値が調光補正設定値となる。よって、再びス
トロボ制御メニューを表示したときには、調光補正設定項目はグレーアウトし、外部スト
ロボ装置１１８に備えられた操作部材により設定された設定値が表示される。
【００４５】
　また、撮像装置内のメモリに保持された、前回ストロボ制御メニューから設定された設
定値も外部ストロボ装置１１８から取得された設定値により上書きされる。従って、再び
外部ストロボ装置１１８に備えられた操作部材により調光補正値が０にされた場合、その
操作によってストロボ制御メニューは消えるが、再度ストロボ制御メニューを表示すると
調光補正設定値は０となっており、設定可能な状態となっている。外部ストロボ装置１１
８から取得される設定値で撮像装置内のメモリに保持された設定値を上書きする。このこ
とにより、外部ストロボ装置１１８に備えられた操作部材により調光補正を操作した後に
０に戻したときに、ユーザーの意図に反して古い設定が反映されることを防げる。
【００４６】
　ＦＵＮＣメニュー画面表示中にも、通信制御部１１５により外部ストロボ装置１１８と
周期的に通信を行い、外部ストロボ装置１１８に備えられた操作部材による設定変更の有
無を監視する。外部ストロボ装置１１８に備えられた操作部材による設定変更があった場
合にも、メニュー画面と異なり、ＦＵＮＣメニューは消さない。ＦＵＮＣメニューのスト
ロボに関する項目は、調光補正設定項目と発光量設定項目がある。ストロボ制御メニュー
または外部ストロボ装置１１８に備えられた操作部材により発光モードが設定可能である
が、自動調光モードであるときには調光補正設定項目が表示され、固定量発光モードであ
るときには発光量設定項目が表示される。ＦＵＮＣメニュー画面表示中で、現在の設定が
自動調光モードあり、調光補正設定項目を選択している状態において、外部ストロボ装置
１１８の操作部材により発光モードが固定量発光モードに切り換えられた場合、調光補正
設定項目が発光量設定項目に切り替わる。
【００４７】
　逆に固定量発光モードから調光発光モードに切り換えられたときも同様に、発光量設定
項目が調光補正設定項目に切り替わる。また、調光補正設定項目または発光量設定項目を
選択している状態で、外部ストロボ装置１１８の電源がＯＦＦされたり、外部ストロボ装
置１１８に備えられた操作部材により非対応の発光モードに遷移されたりしたとする。こ
の場合は、選択している調光補正設定項目または発光量設定項目がグレーアウトし、設定
を変更することができなくなる。調光補正設定項目または発光量設定項目を選択している
状態で、外部ストロボ装置１１８がアクセサリーシュー１１７から取り外された場合には
、内部ストロボの調光補正設定項目または発光量設定項目に切り替わる。
【００４８】
　ストロボ制御メニューに関しての記述において、調光補正値に関して外部ストロボ装置
１１８に備えられた操作部材により設定された設定値が必ず優先される構成であることに
ついて詳述したが、ＦＵＮＣメニューに関しても同様である。ＦＵＮＣメニューの調光補
正設定項目の表示について、図７（ａ）～（ｄ）を用いて例示する。
【００４９】
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　図７の設定項目のＣは、調光補正設定項目を示しているものとする。図７（ａ）は、外
部ストロボ装置１１８を撮像装置に装着し、ＦＵＮＣメニューを開いて調光補正設定項目
を選択した状態を示している。このとき、外部ストロボ装置は調光発光モードであり、特
に設定が行われておらず、ＦＵＮＣメニューからの調光補正設定が可能な状態である。
【００５０】
　図７（ｂ）は、ＦＵＮＣメニューから調光補正値を設定した状態を示している。外部ス
トロボ装置１１８に備えられた表示部には、撮像装置から調光補正値が設定されたことを
示す記号が表示される。設定された調光補正値は、撮像装置内のメモリ１２０ａに保持さ
れる。
【００５１】
　図７（ｃ）は、図７（ｂ）の状態から、外部ストロボ装置１１８に備えられた操作部材
を操作して、調光補正値＋２を設定したときを示している。このとき、調光補正値に関し
て外部ストロボ装置１１８に備えられた操作部材により設定された設定値（調光補正値）
が必ず優先される構成であるので、外部ストロボ装置１１８に備えられた操作部材により
設定された設定値が有効となる。よって、撮像装置側のＦＵＮＣメニュー表示にもその設
定値が反映される。また、外部ストロボ装置１１８に備えられた操作部材から０以外の設
定が設定されたため、撮像装置側のＦＵＮＣメニューからの調光補正値設定は行えなくな
り、グレーアウトする。撮像装置内のメモリ１２０ａに保持された、図７（ｂ）で設定さ
れた設定値も外部ストロボ装置１１８から取得された設定値により上書きされる。
【００５２】
　図７（ｄ）は、図７（ｃ）の状態から再び外部ストロボ装置１１８に備えられた操作部
材を使用して調光補正値を０に戻したときを示している。外部ストロボ装置１１８に備え
られた操作部材からの設定が０になったため、再び撮像装置側のＦＵＮＣメニューからの
調光補正値の設定が可能になる。このとき、図７（ｂ）で設定した設定値は無効になって
おり、０が示されている。
【００５３】
　既述のように、撮影が行われても表示は消えないように構成されている。また、上記の
ように外部ストロボ装置１１８に備えられた操作部材で設定変更が行われても消えない。
従って、ユーザーは設定を変えながら撮影を継続することが容易である。
【００５４】
　外部ストロボ装置１１８を装着したまま、該外部ストロボ装置１１８を発光させずに撮
影を行うとき、該外部ストロボ装置１１８の電源をＯＦＦにして撮影を行うことでそれが
実現できる。例えば様々に設定を変えながら撮影を行っているユーザーが、ＦＵＮＣメニ
ューから調光補正値を設定して撮影を行う。そして、今度は外部ストロボ装置１１８の電
源をＯＦＦにして発光させずに撮影を行い、再び電源をＯＮにしたとき、ＦＵＮＣメニュ
ーで直前に設定した調光補正値が無効になっていたら不便である。一方、複数の外部スト
ロボ装置を付け替えながら撮影を行う場合、新たに装着した外部ストロボ装置に、以前に
設定した調光補正値が反映されたらそれも不便である。
【００５５】
　そこで、本実施例では、通信制御部１１５により外部ストロボ装置１１８との通信が途
絶えた、もしくは、途絶えた後に再び通信可能になった場合には、撮像装置内のメモリ１
２０ａに記憶された調光補正値をそのまま保持する。しかし、装着検知部１１６により外
部ストロボ装置１１８が挿抜されたことが検知された場合には、クリアする構成とする。
撮像装置内のメモリ１２０ａに記憶された調光補正値をクリアするのは、装着検知部１１
６により外部ストロボ装置１１８の取り外しが検知されたときでもよく、また取り外され
た状態から再度装着された状態になったことが検知されたときであってもよい。
【００５６】
　図８は、図２の外部ストロボ装置１１８の検知シーケンスにおいて、外部ストロボ装置
１１８の装着変化を検出したときに、撮像装置内のメモリ１２０ａに記憶された調光補正
値をクリアする処理を加えたシーケンスを示したものである。
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【００５７】
　ステップＳ８０１からステップＳ８０９までは、図２のステップＳ２０１からステップ
Ｓ２０９と同じ内容を示している。なお、ここでは、外部ストロボ装置１１８が、取り外
された状態から装着された状態に変化したことを検知するため、現在の状態を示すための
“外部ありフラグ＝有り”、“外部ありフラグ＝無し”を用意している。
【００５８】
　ステップＳ８０１で、機械式スイッチにより構成された装着検知部１１６による外部ス
トロボ装置１１８の装着の有無の判定の結果、外部ストロボ装置１１８の装着が検知され
なければステップＳ８１３へ進む。そして、ステップＳ８１３にて、外部ストロボ装置１
１８が装着されていないことが検知されているので、“外部ありフラグ＝無し”とする。
【００５９】
　また、装着検知部１１６により外部ストロボ装置１１８が装着されていると検知された
ときにステップＳ８１０へ進み、外部ありフラグを判定する。判定の結果、“外部ありフ
ラグ＝有り”の場合は直ちにステップＳ８０２以降の処理を実行する。
【００６０】
　一方、“外部ありフラグ＝無し”と判定した場合は、今回の検知において状態が変化し
たことを示しており、外部ストロボ装置１１８が新規に装着されたことを示している。な
ぜなら、それ以前の検出において外部ストロボ装置１１８が装着されていることが検知さ
れていたなら、そのときはステップＳ８１１に進み、そこで“外部ありフラグ＝有り”に
セットされているからである。状態が変化して外部ストロボ装置１１８が新たに装着され
たと判定したとき、上記のようにステップＳ８１１に進み、“外部ありフラグ＝有り”に
セットし、次のステップＳ８１２にて、撮像装置内のメモリ１２０ａに記憶している調光
補正値をクリアする。
【００６１】
　上記の外部ストロボ装置は一台ごとに異なるＩＤを持っていて、該外部ストロボ装置と
の通信によってそのＩＤを撮像装置にて取得可能であるとする。この場合、撮像装置内に
現在記憶しているＩＤ（前回装着されていて、取り外された外部ストロボ装置のＩＤ）と
、新たに外部ストロボ装置から取得したＩＤが異なる場合にのみ、メモリ１２０ａに記憶
している調光補正値をクリアしてもよい。このような構成にすれば、オフカメラシューコ
ードのような機器を介して接続された外部ストロボ装置が、別の外部ストロボ装置に替え
られた場合にも、アクセサリーシュー１１７に直接装着された外部ストロボ装置が替えら
れた場合と同様の挙動となる。また、ユーザーが誤って外部ストロボ装置を取り外し、再
び装着したときにも設定値が残っていることになる。
【００６２】
　また、撮像装置の電源がＯＦＦされたとき、または、撮像装置の電源がＯＮされた時に
も、撮像装置内のメモリ１２０ａに記憶している調光補正値をクリアする。こうすること
により、数日以上経過後に外部ストロボ装置１１８を装着して撮影を行おうとした際に、
ユーザーが意図しない過去の調光補正値が有効になってしまうといったことを防ぐことが
できる。
【００６３】
　以上の実施例における撮像装置は、以下のような構成をしている。
【００６４】
　外付けストロボ装置１１８の装着を検知するための装着検知部１１６と、外付けストロ
ボ装置１１８との通信を行う通信制御部１１５とを有する。さらには、外付けストロボ装
置１１８に対する設定値を通信制御部１１５を介して行うための操作スイッチ部１１９と
、該操作スイッチ部１１９により設定された設定値（調光補正値）を記憶するメモリ１２
０ａとを有する。さらに、外部ストロボ装置１１８との通信状態により、メモリ１２０ａ
に記憶されている設定値を保持もしくはクリアするＭＰＵ１２０を有する。
【００６５】
　上記ＭＰＵ１２０は、詳しくは以下のような制御を行う。通信制御部１１５により外付
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けストロボ装置１１８との通信が可能である場合に、通信制御部１１５による外付けスト
ロボ装置１１８との通信が一旦途絶えた、もしくは、途絶えた後に再び通信が可能になっ
たとする。このようなときには、メモリ１２０ａに記憶されている設定値をそのまま記憶
しておく。また、装着検知部１１６により外付けストロボ装置１１８が取り外されたこと
が検知されたときには、設定値をクリアする。
【００６６】
　または、上記ＭＰＵ１２０は、通信制御部１１５により外付けストロボ装置１１８との
通信が可能である場合に、通信制御部１１５による外付けストロボ装置１１８との通信が
一旦途絶えた、もしくは、途絶えた後に再び通信が可能になったとする。このようなとき
には、メモリ１２０ａに記憶されている設定値をそのまま記憶しておく。また、装着検知
部１１６により外付けストロボ装置１１８が装着されたことが検知されたときには、設定
値をクリアする。
【００６７】
　または、上記ＭＰＵ１２０は、通信制御部１１５による外付けストロボ装置１１８との
通信が不可能な状態から可能な状態になった場合、通信制御部１１５を介して外付けスト
ロボ装置１１８から該外付けストロボ装置１１８の個体識別情報であるＩＤを取得する。
そして、前回記憶したＩＤと新たに取得したＩＤとが異なったときには、通信制御部１１
５により外付けストロボ装置１１８との通信が可能な際に操作スイッチ部１１９により設
定されてメモリ１２０ａに記憶された設定値をクリアする。
【００６８】
　上記操作スイッチ部１１９は、外付けストロボ装置１１８が撮像装置からの設定値の設
定を可能な状態であるときにのみ、通信制御部１１５を介して外付けストロボ装置１１８
の設定を行えるものである。
【００６９】
　また、上記ＭＰＵ１２０は、外部ストロボ装置１１８に具備された操作部材により該外
部ストロボ装置１１８の設定が変更されたとき、通信制御部１１５を介してその設定値を
設定値を取得する。そして、メモリ１２０ａに記憶された設定値を、前記取得した設定値
設定値に更新する。そして、上記操作スイッチ部１１９は、外付けストロボ装置１１８が
撮像装置からの設定値の設定を可能な状態であるときにのみ、通信制御部１１５を介して
外付けストロボ装置１１８の設定を行えるものである。なお、上記外付けストロボ装置１
１８が撮像装置からの設定値の設定を可能な状態であるときとは、前記操作部材による前
記設定値が０であるときである。
【００７０】
　以上のような撮像装置とすることにより、外部ストロボ装置１１８の電源を一旦ＯＦＦ
して再びＯＮしたときに、設定値をし忘れたり、外部ストロボ装置を装着し直したときに
予期せぬ設定値が有効になってしまったりすることない。よって、容易に所望の設定値で
外部ストロボ装置を使用したストロボ撮影を行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明の一実施例に係わる撮像装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施例に係わる外部ストロボ装置の装着を検知する際の動作を示すフ
ローチャートである。
【図３】本発明の一実施例におけるメニュー画面の表示例を示す図である。
【図４】本発明の一実施例におけるＦＵＮＣメニューの表示例を示す図である。
【図５】本発明の一実施例におけるストロボ制御メニュー画面の例を示す図ある。
【図６】本発明の一実施例に係わる外部ストロボ装置で調光補正値が設定されている場合
のストロボ制御メニュー画面の例を示す図である。
【図７】本発明の一実施例でのＦＵＮＣメニュー表示中における調光補正値操作時の挙動
を示す図である。
【図８】本発明の一実施例に係わる外部ストロボ装置の装着変化検出時に撮像装置内に記
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憶された調光補正値をクリアする処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００７５】
　１１４　　表示部
　１１５　　通信制御部
　１１６　　装着検知部
　１１７　　アクセサリーシュー
　１１８　　外部ストロボ装置
　１１９　　操作スイッチ部
　１２０　　マイクロプロセッサユニット（ＭＰＵ）

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図７】 【図８】
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